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仕 様 書 

  

１．件名 

森林再生ツアー業務委託 

２．履行期限 

令和８年９月１日（火）から令和９年３月３１日（水）まで 

３．履行場所 

  東京駅⇔栃木県大田原市内 

４．業務委託内容 

ツアープラン作成、募集、実施及び運営等 

（１）ツアープラン作成 

◆ツアーの目的 

ゼロカーボンシティ江東区の実現に向け、植樹等、森林や木材と触れ合う体験を通して、

森林の整備や保全及び木材利用推進に関する区民の意識醸成と行動変容につなげる。 

 

◆ツアー実施日 

①令和８年 11 月 28 日（土）、②令和 9 年 3 月 13 日（土） 

 

◆対象者（①及び②） 

区内在住の小学生の子と保護者 

 

◆ツアー１回あたりの参加者数（①及び②） 

20 組 40 名、付添区職員 4 名 

※応募単位は 2 名 1 組。大人のみ、子供のみの参加は不可。 

※その他大田原市職員４名が付添う。大田原市職員は大田原市庁有車等で移動するた

め、新幹線、貸し切りバス等には乗車しない。 

 

◆ツアープラン内容 

・東京駅に集合し、午前 8 時～9 時 30 分頃出発する新幹線に乗車し、大田原市内でツ

アープログラムを体験した後、午後 5 時～7 時頃に東京駅につく新幹線の降車後に、解

散する。往路の新幹線降車駅・帰路の新幹線乗車駅は、同一である必要はない。なお、

往路の新幹線降車後の移動手段（貸切バス等）も受託者にて確保すること。 

 往路・帰路の新幹線の席は、参加者全員の席をまとまったスペースで取る必要はない。

ただし、申込組（申込をした 2 名 1 組）が隣接して座れるようにすること。また、乗り

過ごし等が発生しないよう、添乗員が参加者の状況を把握できるようにすること。 

・ツアープランは上記「ツアーの目的」を踏まえて作成し、以下の内容を入れること。 
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プラン内容（①及び②）  

（ア）植樹体験（３月のツアーのみ）。場所 （地番）は大田原市市野沢 1887。体験時間

は 1 時間程度。※雨天中止の場合の代替プログラムを受託者にて用意すること。 

 バスで向かう場合のバスの乗降場所は、(株)田中精螺（栃木県大田原市市野沢

1831-2）敷地内指定場所。バス乗降時以外の駐車場（バスの待機場所）は、金田北

地区公民館（栃木県大田原市市野沢 1988-1）。※両者へ連絡する場合は、区を通し

て連絡すること。ただし、契約後の調整により、両者の了承を得られた場合は、直

接連絡することが可能である。 

（イ）昼食（昼食及び会場は、受託者にて手配） 

（ウ）木材利用が森林整備につながり、地球温暖化防止に寄与することを学べる環境学

習。移動中のバス車内や、森林散策等のプログラム内での実施も可能。 

 ＜参考 Ｒ７ツアースケジュール＞  

時 間 行 程 

７：３０ 江東区役所 集合・出発（貸切バス） 

７：３０～ 

１０：３０ 

移動 （途中、休憩あり）。道中、バス車内にて環境関連動画、大田

原市観光動画を視聴 

１０：３０ 大田原市到着 

１０：３０～ 

１１：３０ 

道の駅那須与一の郷 与一伝承館にて木工体験 ・江東区職員、大田

原市職員によるスライド学習 

１１：３０～ 

１2：４５ 
道の駅那須与一の郷にて昼食・自由行動 

１2：４５～ 

１４：３０ 

※NASU SATOYAMA FIELD への移動時間含む 

NASU SATOYAMA FIELD 散策 

１４：３０～ 

１８：００ 
移動（途中、休憩あり）。バス車内にてアンケート回答 

１８：００ 江東区役所 到着・解散 

ツアー当日の実施・運営も行い、やむを得ない事情がない限り、予定している内容で確

実に実施すること。プランの変更が必要な場合は、区の事前確認を受けたうえで、変更

すること。 

・受託者は、ツアー全行程実施に係る添乗員（訪問先やメニュー等、ツアー内容に精通

したスタッフ）を手配し、適宜、参加者への説明等を行うこと。 

・受託者は、参加者に対して、食物アレルギー（小麦、そば、乳製品、ナッツ等）の有

無を事前に確認したうえ、参加者に対して、昼食に関する情報の提供を行うこと。 

・昼食メニューは、大田原ならではの食材を取り入れるなどの工夫に努めること。 

・昼食場所は、１名あたり 2,000 円前後で食事ができるメニューを提供できる場所であ

ること。飲食店での食事に限らず、弁当会社等より調達した弁当を飲食可能な場所で食
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事することも可能。ただし、食中毒等が発生しないよう衛生面に配慮すること。 

・貸切バスについては、受託者が手配し、事前に座席表を作成すること。 

・受託者は、江東区が広報素材等の使用のため、ツアー中に写真等の撮影を行うことや、

現地の新聞社等によるイベントの様子を撮影した写真や映像が掲載される可能性があ

ることを、「参加者募集時」及び「参加者確定時」の計２回、参加者に案内すること（形

式不問）。 

・受託者は、撮影不可の参加者がいる場合、ツアーの開催前までに、区へ報告のうえ、 

判別できるようにすること。 

・参加者の安全確保のため、ツアー当日対応が可能な医療機関の情報（所在地、連絡先

等）を確認すること。 

・ツアー開催場所については、大田原市内に限る。やむを得ず、大田原市内で昼食場所

の手配等が困難な場合は、区へ事前に協議を行い、許可を得ること。 

 

（２）参加者について  

各ツアーの募集は、ツアー実施日の１．５～２か月前頃に開始し、募集期間は１０日以

上とすること。 

◆参加者から徴収するツアー参加費 

・参加者から徴収する参加費は、1 組 8,000 円とする。 

・参加費は、無断キャンセルや直前のキャンセルを防ぐために、ツアー当日よりも前に

徴収すること。 

・ツアー参加者のキャンセルが発生した場合は、受託者が国土交通省告示第千五百九十

三号標準旅行業約款、別表第一取消料、一国内旅行に係る取消料に準じ、取消料を参加

者から徴収する。 

 

◆参加者の募集・決定方法 

・受託者は、ウェブサイト等にてツアーの告知・参加者の申込受付を行うこと。申込受

付に必要な申込受付フォーム等を用意すること。ウェブサイトにて参加者の募集及び受

付ができない場合は、代替手段について事前に区の確認を受けた方法で実施すること。

なお、ウェブサイト等の告知内容等については、事前に区と協議すること。 

・ウェブサイト等については https 通信方式を用いるウェブサイトと同等以上の安全性

が確保されていること。 

・応募者数が募集人数を超えた場合は抽選を実施すること。 

・参加者の決定（落選を含む）について、応募者へ通知すること。 

 ・ツアーに関する問い合わせに対応すること。 

・フライヤー（紙での印刷不要。ＰＤＦデータ等で作成。区ＨＰ等へ掲載する）を作成

すること。内容については、事前に区と協議すること。 
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◆参加者決定後からツアー当日まで 

・参加者よりキャンセルの連絡が来た際は、落選者の中から繰り上げ当選を行うこと。

繰り上げ当選を実施する期限については、区と協議のうえ決定すること。 

・参加者へリマインドの通知をする等、直前及び当日のキャンセルが生じないようにす

ること。 

・最終案内書を作成し、参加者へ送付すること。なお、最終案内書の内容については、

事前に区と協議すること。 

・ツアーの参加費を徴収すること。 

・申込者及び参加者の属性（年齢及び人数）を区に報告すること。 

・ツアーに関する問い合わせに対応すること。 

 

（３）ツアーの実施及び運営 

・ツアーの実施及び運営に必要な、各団体等との連絡・調整・物品等の準備等を行うこ

と。※準備する物品等については、以下の「見積内訳項目」を参照。 

  

◆見積内訳項目 

・往路及び帰路の新幹線代（参加者及び付添区職員分）の費用。付添区職員の人数は 4

名で計上すること。 

・往路の新幹線降車後の移動に係る費用（参加者及び付添区職員分）  

  ※貸切バスを使用する場合は、下記「貸切バス代」の仕様とする。 

・貸切バス代（高速道路料金、駐車料金、添乗員、運転手等の費用を含む） 

   ※バスの台数は１台を見込む。 

  ※参加者及び付添区職員は補助席を利用しない。 

  ※区が指定する３月の植樹の際のバスの乗降場所及び待機場所にかかる駐車料金は

無料。 

・添乗員費用 

・旅行企画料 

・昼食費（参加者及び付添職員分。付添職員は江東区・大田原市職員各 4 名の計８名で

計上すること。） 

・旅行傷害保険料。保険の内容には、賠償責任（保険金額１，０００万円以内）が含ま

れていること。保険料については、１人あたり３００円以内とする。ただし、該当の保

険がない場合は１人あたり５００円以内の保険への加入を可能とする。 

・参加者から徴収する参加費（マイナスの金額として計上すること）。 

・施設使用料・入場料・物品等ツアープログラムの実施に必要な費用 

・その他費用（参加者の募集・決定等にかかる費用、最終案内書やネームストラップな

どの消耗品費、通信費など）。なお、付添職員分の最終案内書は、事前確認の際に提出
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される完成品を区で印刷する。その他、参加者へ配付する物品等については原則として

付添職員分は不要とする（ツアーの管理等の関係から、付添職員へも配布が必要な物品

等を除く）。 

・付添職員は同行のみで、参加者と同様のプログラム参加は行わない。 

また、プログラムの内容によっては必要な物品を１人１つではなく、１組１つとするこ

とも可能とする。 

（例）木工体験を実施する場合 

  プログラム必要経費：木工体験会場入場料、木工体験用制作キット購入費 

付添職員８名は木工体験の様子の撮影や、参加者のサポート等を行うのみのため、木

工体験会場入場料は必要となるが、制作キット購入費は不要である。 

  また、小学生が主に木工作業を行い、保護者がサポートする形とし、1 組で１つの制

作キットを使用するという実施方法も可能である。 

（例）〇〇園を見学する場合 

  プログラム必要経費：〇〇園入園料 

  参加者と同様に付添職員も入園するため、参加者と同様に付添職員分の入園料が必

要である。 

 

以下については、区が用意する。 

・植樹にかかる費用（苗・支柱・水・施肥・スコップ等植樹作業に必要な物品。ただし、

軍手については参加者が用意する。３月の植樹の際のバスの乗降場所及び待機場所。） 

・参加者へのアンケート 

 

◆参加者の安全確保 

・訪問先との事前打ち合わせ等を行い、プログラムの内容、活動の場所、ルート等に危

険がないことを確認し、参加者及び関係者の安全確保を徹底すること。 

・ツアー中の事故へ対応するため、万全な安全対策を講じること。 

・旅行傷害保険に加入すること。保険の内容については、「見積内訳項目」参照。 

・事故や自然災害などの緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対応方法等を

策定すること。 

・新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策の実施については政府の指針やガイ

ドラインに従うこと。 

◆不可抗力等によるツアーの変更・中止等 

悪天候、災害、感染症の発生などの不可抗力を事由としてツアーを中止した場合、中

止に伴って発生した経費は、本業務に係る経費とすることができる。その際、ツアーの

中止については受託者にて速やかに参加者へ通知を行うとともに、必要な返金手続き

等も行うこと。 
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５．特記条項 

個人情報については、別紙「個人情報の取扱いに関する特記条項」の取り決めによる。 

６．支払方法 

支払方法は２回払いとし、以下のとおりとする。 

 支払時期 支払内容 

支払い 1 回目  11 月のツアー終了後 11 月実施のツアー催行に

要した費用 

支払い 2 回目  全業務完了後 上記以外の費用 

受託者は上記支払時期に、業務完了・検査の後、完了届及び請求書を提出すること。な

お、委託者は請求書の受理後３０日以内に請求金額を一括で支払うものとする。 

契約締結後に、参加人数、付添職員数等の変更や本委託の中止など、不測の事態が生じ

た場合は、別途協議のうえ、契約内容を変更することができるものとする。 

７．その他 

（１）契約締結後、業務計画書を作成し、業務着手前に区に提出すること。 

（２）本契約の履行に当たっては、別紙「自動車の使用に関する特記仕様書」を遵守するこ

と。 

（３）受託者は常に従事者の健康管理に留意の上、健康状態を把握し、業務に支障がないよ

うにすること。 

（４）受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。業務

の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ区の許諾を得なければなら

ない。 

（５）本委託において疑義が生じた場合、及び本仕様書に明示のない事項については、区と

協議のうえ決定するものとする。 

８．担当部署 

  江東区 環境清掃部温暖化対策課環境調整係・環境推進担当 

  〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 

  （江東区役所防災センター6 階 5 番窓口） 

   電 話 03-3647-6124〔直通〕 

   ＦＡＸ 03-5617-5737 

      メール 380200@city.koto.lg.jp 













 

自動車の使用に関する特記仕様書 
 

 

 

 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の

事項を遵守すること。 

１．ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。 

２．自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車

であること。 

３．低公害・低燃費な自動車に努めること。 

 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少

装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出す

ること。 

 

 

 


